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JSG ニュースレター 

財政部が税務機関による 

移転価格の二国間または多国間事前確認に係る 

事務運営原則を公表 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

財政部は 2021 年 6 月 24 日付の台財際字第１１０２４５０８１００号通

達において税務機関による移転価格の二国間 (Bilateral Advance Pricing 

Arrangement ： BAPA) ま た は多国間（ Multilateral Advance Pricing 

Arrangement：MAPA）事前確認に係る事務運営原則を公表しました。当該原

則は主に、台湾の企業が BAPA を申請する際に、各国の規定が異なるためにスムーズ

に合意に至らない問題を解決することを目的としており、今後、台湾と租税条約締結国

との BAPA 事案が増加し、多国籍企業グループの移転価格に係るリスクを効果的に管

理できることが見込まれます。 

通達内容 

適用事案 適用する租税条約の相互協議手続に係る規定に基づ

き、二国間または多国間事前協議を申請した事案。 

適用機関 法律による委任を受けた当該管轄税務機関は締結国側

の主管機関と約定が可能。 

独立企業間価格レン

ジ 

当該申請事案について、対象期間の個別の年度または

全部の年度を平均した関連者間取引結果により、関連

者間取引結果が独立企業間価格レンジに収まっているか

否かを確認する。 
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調整規定 関連者間取引の結果が独立企業間価格レンジ外にある

場合、独立企業間レンジの値に応じて、申請事案の対象

期間の個別の年度取引結果について、加減調整または

最終年度末において一括調整を行うことができる。 

 

 財政部は、台湾が締結している発効済みの 33 の租税条約について、いずれも国際

的なモデル租税条約に基づき、 「相互協議手続（Mutual Agreement 

Procedure:MAP）」に係る条文が定められており、多国籍企業グループは、関連企

業間における関連者間取引について、双方の所在国でそれぞれ移転価格調整が行わ

れることにより二重課税が生じるのを回避するために、MAP 規定に基づき BAPA を申

請し、双方の主管機関が約定する適当な条件（例えば、通常の取引方法および価

格幅等）により、「将来の」一定期間内における当該関連者間取引の価格または利

益率の範囲を決定することで、租税の確実性を向上させ、争議や二重課税を回避す

ることができ、多国籍企業に有益な租税環境を提供するものだと説明しています。 

また財政部は、関連者間取引の結果が約定した独立企業間価格レンジ外である場

合について、各国の移転価格に係る法令規定の調整方法は異なり（例えば、独立企

業間レンジ内の任意の値または中央値）、かつ、産業によって景気循環または営業周

期などのリスクの影響度合いが異なることを考慮し、各国の法令規定を調和し、多国籍

企業の国際経営リスクおよび経済的実態を適切に反映するため、解釈例を公表し

（関連解釈例の情報はこちらをご参照ください（中国語）。）、税務機関と条約締

結国側の主管機関とが柔軟に協議を行い、租税条約の効果が発揮されることを期待

している、と説明しています。 

 
 

 

   

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSGのホームページはこちら 

  

 

Deloitteとは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのひとつまたは複数のメンバー

ファームおよびその関連事業体を指します。DTTL の全世界の各メンバーファームならびにその関連する事業体
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デロイト アジア パシフィック リミテッドは保証有限責任会社であり、DTTLのメンバーファームです。デロイ

ト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関連事業体は、それぞれ法的に独立した別個の組
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日商組新聞稿 

財政部核釋稽徵機關辦理 

跨境雙邊或多邊預先訂價協議之原則 

 

 

 

財政部於 2021 年 6 月 24 日發布台財際字第１１０２４５０８１００號

令核釋稽徵機關辦理跨境雙邊或多邊預先訂價協議(BAPA)之原則。該原則主

要在解決我國企業申請 BAPA 時因各國規範不盡相同而不能順利洽簽，預期

未來我國與租稅協定國家之 BAPA 案件將會增加，將可有效管理集團移轉訂

價風險。 

函令內容 

 

適用案件 依適用之所得稅協定相互協議程序規定申請跨

境雙邊或多邊預先訂價協議案件 

適用機關 獲授權之該管稽徵機關得與締約他方主管機關

約定 

常規交易範圍 以該申請案件涵蓋期間個別年度或全部年度平

均之受控交易結果，檢視受控交易結果是否在

常規交易範圍之內。 

調整規定 受控交易結果在常規交易範圍之外者，得按常

規交易範圍內之一點，向上或向下調整該申請

案件涵蓋期間個別年度交易結果或於最末年度

一次調整。 
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財政部說明，我國簽署生效 33 個所得稅協定，均依國際稅約範本定有

「相互協議之程序」（以下簡稱 MAP）條文。跨國集團為避免集團關係企業

間受控交易，因交易雙方所在地國各自進行移轉訂價調整產生重複課稅，得

依 MAP 規定申請 BAPA，由雙方主管機關約定適當條件（例如常規交易方法

及範圍等），決定「未來」一定期間內該等受控交易之訂價或利潤率區間，

以提升租稅確定性、預防爭議及避免所得重複課稅，提供跨國企業友善租稅

環境。 

財政部進一步說明，考量當受控交易結果在約定常規交易範圍之外時，

各國移轉訂價法令規定調整方式不盡相同（例如調整至常規交易範圍內任一

點或中位數），且各產業受景氣循環或營業週期等風險影響程度各異，為調

和各國法令規範，並適當反映跨國企業全球營運風險，貼近經濟實質，爰發

布解釋令，賦予稽徵機關與締約他方主管機關協商彈性，以發揮所得稅協定

效益。相關釋例與資訊請點此。 
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